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˜
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˜
˜
˜
˜
˜

˜
˜
˜
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˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
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˜

˜
˜
˜
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˜

˜
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˜
˜

˜

˜
˜
˜
˜
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˜

˜
˜
˜
˜
˜

˜

˜
˜
˜
˜
˜

˜
˜
˜
˜
˜
˜

˜
˜

˜
˜
˜
˜
˜
˜

˜
˜

˜
˜
˜
˜
˜
˜

˜
˜

˜
˜
˜
˜
˜
˜

˜
˜

˜
˜
˜
˜
˜
˜

˜
˜

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

本
号
で
公
布
さ
れ
た

法
令
の
あ
ら
ま
し

政

令

一

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

ヴ
ィ
ナ
内
の
地
域
（
二
の
項

に
規
定
す
る
地
域
を
除
く
。）

に
お
い
て
業
務
を
行
う
場
合

（
三
の
項
に
規
定
す
る
場
合

を
除
く
。）

一
万
二
千
円

省

令

第
六
十
七
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

少
年
院
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
六
十
九
号
）
に
よ
る
少
年
院

授
業
を
担
当
し
た
課
程
に
応
じ
、

小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校

法
務
大
臣

海
外
に
在
留
す
る
邦
人
の
た
め
の
在

外
教
育
施
設
で
、
文
部
大
臣
が
小
学

校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
課
程

と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し

て
認
定
し
た
も
の

授
業
を
担
当
し
た
課
程
に
応
じ
、

小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校

文
部
大
臣

二

サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
県
の
区
域

に
お
い
て
業
務
を
行
う
場
合

（
三
の
項
に
規
定
す
る
場
合

を
除
く
。）

八
千
円

三

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

ヴ
ィ
ナ
内
の
地
域
に
お
い

て
、
派
遣
先
国
の
政
府
そ
の

他
の
関
係
機
関
と
一
の
項
及

び
二
の
項
に
規
定
す
る
業
務

に
従
事
す
る
協
力
隊
の
隊
員

と
の
間
の
連
絡
調
整
に
係
る

業
務
を
行
う
場
合

四
千
円

内
閣
総
理
大
臣

小
渕

恵
三

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

青
木

幹
雄

平成˜™年š月™�日 月曜日 第™Ÿš�号官 報
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o

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
国
際
平
和
協
力
隊
の

設
置
等
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
二
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小
渕

恵
三

政
令
第
百
号

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
国
際
平
和
協
力

隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力

に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条

第
八
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
）

第
一
条

国
際
平
和
協
力
本
部
に
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル

ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る
国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
の

た
め
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
三
号

ト
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
及
び
法

第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
組
織
と

し
て
、
平
成
十
二
年
四
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
国
際
平
和
協
力
隊（
以
下「
協

力
隊
」
と
い
う
。）を
置
く
。

２

国
際
平
和
協
力
本
部
長
は
、
協
力
隊
の
隊
員
の
う
ち

一
人
を
隊
長
と
し
て
指
名
し
、
国
際
平
和
協
力
本
部
長

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
隊
務
を
掌
理
さ
せ
る
。

（
国
際
平
和
協
力
手
当
）

第
二
条

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る
国

際
的
な
選
挙
監
視
活
動
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
国
際
平

和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
協
力
隊
の
隊
員
に
、
こ
の
条

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
国
際
平
和
協
力
手
当
（
以
下「
手
当
」と
い
う
。）

を
支
給
す
る
。

２

手
当
は
、
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日

に
つ
き
、
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
手
当
の
支
給
に
関
し

て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
く
特
殊
勤
務
手

当
の
支
給
の
例
に
よ
る
。

◇
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
国
際
平
和
協
力
隊
の

設
置
等
に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
一
〇
〇
号
）（
総
理
府

本
府
）

１

国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置

^

国
際
平
和
協
力
本
部
に
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る
国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
の
た

め
、
選
挙
の
公
正
な
執
行
の
監
視
及
び
そ
の
管
理
に

係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
等
を
行
う
組
織
と
し
て
、

平
成
一
二
年
四
月
二
〇
日
ま
で
の
間
、
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
国
際
平
和
協
力
隊
（
以
下
「
協

力
隊
」
と
い
う
。）
を
置
く
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条

第
一
項
関
係
）

_

国
際
平
和
協
力
本
部
長
は
、
協
力
隊
の
隊
員
の
う

ち
一
人
を
隊
長
と
し
て
指
名
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第

一
条
第
二
項
関
係
）

２

国
際
平
和
協
力
手
当

^

協
力
隊
の
隊
員
に
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
し
た

日
一
日
に
つ
き
、
一
万
二
、
〇
〇
〇
円
か
ら
四
、
〇

〇
〇
円
ま
で
の
間
で
三
段
階
に
分
け
て
国
際
平
和
協

力
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
第
一

項
、
第
二
項
及
び
別
表
関
係
）

_

国
際
平
和
協
力
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
殊
勤

務
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条

第
三
項
関
係
）

３

定
員

隊
員
の
定
員
は
、
八
人
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三

条
関
係
）

４

そ
の
他

^

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

_

旧
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
国
際
平
和
協

力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政
令
は
、
廃
止
す
る
こ
と

と
し
た
。（
附
則
第
二
項
関
係
）

¶
¶
¸
¹
º
»
¼
¶
¶

（
定
員
）

第
三
条

協
力
隊
の
隊
員
の
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
定

員
は
、
八
人
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
国
際
平
和
協
力
隊

の
設
置
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
九

十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

〇
文
部
省
令
第
二
十
一
号

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
六
条
の
二
及

び
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
三
月
二
十
七
日

文
部
大
臣

中
曽
根
弘
文

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
表
中
「
緊
急
処
置
」
を
「
救
急
処
置
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
四
号
中
「
教
科
に
関
す
る
科
目
十
単
位
」
を
「
教
科
に
関
す
る
科
目
四
単
位
及
び

教
職
に
関
す
る
科
目
六
単
位
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
「
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
の
下
に
「
、
そ
の
設
置
者
は
」
を
加
え
、「
、
当
該
設
置
者
が
法
人
の

場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、「
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
当
該
設
置
者
が
地
方
公
共
団
体
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
指
導
と
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
を
経
由
し
て
」
を
削
る
。

第
六
十
三
条
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
二
及
び
第
六
十
五
条
の
六
中
「
養
護
訓
練
」
を「
自
立
活
動
」

に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
八
中
「
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
小
学
校
学
習
指
導
要
領
、
同
令
第
五
十

四
条
の
二
に
規
定
す
る
中
学
校
学
習
指
導
要
領
、
同
令
第
五
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」

を
「
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
の
七
、
第
七
十
三
条
の
八

第
一
項
並
び
に
第
七
十
三
条
の
九
に
規
定
す
る
道
徳
の
一
部
、
同
令
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、

第
五
十
七
条
、
第
七
十
三
条
の
七
、
第
七
十
三
条
の
八
第
一
項
並
び
に
第
七
十
三
条
の
九
に
規
定
す
る
総
合
的
な
学

習
の
時
間
の
一
部
並
び
に
同
令
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
に
改
め
る
。
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